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衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
特
定
公
益
増
進
法
人
制
度
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
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第
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八
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十
一
年
十
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十
九
日 

衆
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議
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内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 
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三 

 



 

一
に
つ
い
て 

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
三
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第

八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
以
下
「
民
法
法
人
」
と
い
う
。
）
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
う 

 
 

ち
、
広
く
一
般
に
募
集
さ
れ
る
こ
と
及
び
教
育
又
は
科
学
の
振
興
、
文
化
の
向
上
、
社
会
福
祉
へ
の
貢
献
そ
の
他
公
益
の
増

進
に
寄
与
す
る
た
め
の
支
出
で
緊
急
を
要
す
る
も
の
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
を
満
た
す
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
大
蔵
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
（
以
下
「
指
定
寄
附
金
」
と
い
う
。
） 

 

に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
の
特
例
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。 

「
広
く
一
般
に
募
集
さ
れ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）

第
七
十
六
条
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
募
集
の
区
域
及
び
対
象
等
か
ら
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
民
法
法
人
等
が
寄
附

金
を
受
け
て
行
う
事
業
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
寄
附
金
の
使
途
、
募
集
の
目
標
額
等
も
そ
れ
に
応
じ
て
多
種
多
様
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
画
一
的
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
「
緊
急
を
要
す
る
も
の
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
掲
げ
る 

衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
特
定
公
益
増
進
法
人
制
度
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

ま
た
、
法
人
税
法
第
三
十
七
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
公
益
法
人
等
の
う
ち
、
教
育
又
は
科
学
の
振
興
、
文
化
の
向

上
、
社
会
福
祉
へ
の
貢
献
そ
の
他
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
公
益

増
進
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
、
告
示
等
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、
特
定
公
益
増
進
法
人
の
う
ち
法
人 

 
 

税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
二
年
に
一
回
、
大
蔵
省
主
税
局
に

お
い
て
「
特
定
公
益
増
進
法
人
一
覧
」
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

指
定
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
広
く
一
般
に
募
集
さ
れ
る
こ
と
等
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
納
税
者
へ
の
周
知
と
い
う

観
点
か
ら
、
告
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。 

寄
附
金
の
募
集
期
間
、
管
理
の
方
法
等
か
ら
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
民
法
法
人
等
が
寄
附
金
を
受
け
て
行
う
事

業
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
寄
附
金
の
使
途
、
募
集
の
目
標
額
等
も
そ
れ
に
応
じ
て
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
か
じ

め
画
一
的
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

一
定
の
学
校
法
人
等
、
社
会
福
祉
法
人
及
び
更
生
保
護
法
人
は
、
法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
主
務 

二 

 



 

四
に
つ
い
て 

寄
附
金
の
損
金
算
入
の
特
例
の
対
象
と
な
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
、
一
部
の
類
型
の
民
法
法
人
を
除
き
、
国
か

ら
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
そ
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
が
、
当
該
要
件
が
主
務
大
臣
に
よ
る
認
定
と
い
う
要
件

に
改
め
ら
れ
た
際
、
こ
の
制
度
の
適
正
、
公
平
な
運
用
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
主
務
大
臣
は
、
法
人
の
認
定
に
際
し
、
大

蔵
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
法
人
は
、
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
、
社
会
福
祉
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律 

 

第
四
十
五
号
）
又
は
更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
お
い
て
、
教
育
、
社
会
福
祉
又
は
更
生
保
護
と

い
う
一
般
的
に
公
益
性
が
高
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
法
人
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
、
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
法
律
上
、
設
立
、
管
理
及
び
監
督
に
関
し
、
民
法
法
人
と
比
べ
て
、
よ
り
厳
格

な
内
容
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
定
公
益
増
進
法
人
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

大
臣
の
認
定
を
要
す
る
民
法
法
人
の
類
型
と
は
別
に
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
特
定
公
益
増
進
法
人
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る
。 

一
方
、
教
育
又
は
科
学
の
振
興
と
い
う
一
般
的
に
公
益
性
が
高
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
事
業
を
直
接
的
に
行
う
こ
と
を
主 

三 

 



 

五
に
つ
い
て 

3 

同
号
イ
、
ハ
、
ト
及
び
リ
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
法
律
に
お
い
て
、
国
等
と
共
同
し
て
国
民
体
育
大
会 

2 

同
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
法
律
に
基
づ
き
主
務
大
臣
に
よ
る
設
立
の
認
可
を
受
け
て
い
た
法
人
と

し
て
同
項
第
一
号
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
財
団
法
人
へ
の
組
織
変
更
に
伴
い
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
と
さ

れ
た
も
の 

1 

同
号
ニ
、
ホ
、
へ
、
チ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
民
間
都
市
開
発
事
業
の
推
進
等
の
公
益
を
目
的
と
し
て

設
立
さ
れ
、
特
定
の
法
律
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
等
と
し
て
主

務
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の 

法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
が
法
人
の
認
定
を
す
る
際
に
、
大
蔵
大
臣
に
対
す
る
協
議

を
要
す
る
も
の
と
要
し
な
い
も
の
と
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

た
る
目
的
と
す
る
法
人
等
、
現
在
、
大
蔵
大
臣
に
対
す
る
協
議
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る
類
型
の
法
人
は
、
か
つ
て
も
補
助
金

の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
寄
附
金
の
損
金
算
入
の
特
例
を
受
け
る
た
め
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
法
人
は
、 

四 

 



 

六
に
つ
い
て 

4 

同
号
ル
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
学
術
に
関
す
る
研
究
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
で
、
特
定
の
政
令
の
規
定
に

基
づ
き
主
務
大
臣
が
所
要
の
要
件
を
備
え
て
い
る
と
認
め
て
指
定
を
行
っ
た
も
の 

で
あ
っ
て
、
そ
の
時
々
の
社
会
経
済
情
勢
等
を
踏
ま
え
、
い
ず
れ
も
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ 

 

り
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
認
定
に
係
ら
し
め
る
必
要
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
、
民
法
法
人
の
う
ち
同
号
イ
か
ら
テ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
当

該
民
法
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
し
、
そ
の
運
営
組
織
及
び
経
理
が
適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
相
当

と
認
め
ら
れ
る
業
績
が
持
続
で
き
る
こ
と
、
受
け
入
れ
た
寄
附
金
に
よ
り
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が
特
別
の
利
益
を
受
け
な

い
こ
と
そ
の
他
適
正
な
運
営
が
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
法
人
に
係
る

主
務
大
臣
が
認
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
の
運
営
組
織
及
び
経
理
が
適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
い
う 

要
件
に
つ
い
て
は
、
資
金
管
理
の
実
態
等
、
「
相
当
と
認
め
ら
れ
る
業
績
が
持
続
で
き
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て 

を
開
催
す
る
こ
と
、
関
係
府
県
知
事
が
地
域
整
備
等
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
際
、
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
等
、
公
益
に
資
す
る
一
定
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の 

五 

 



 

七
に
つ
い
て 

ま
た
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
同
号
タ
、
フ
及
び
コ
に
掲
げ
る
法
人
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
認
定
さ
れ
た
法

人
は
な
い
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
該
当
す
る
法
人
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
認
定
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
が
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

は
、
公
益
に
資
す
る
活
動
の
実
態
等
、
「
受
け
入
れ
た
寄
附
金
に
よ
り
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が
特
別
の
利
益
を
受
け
な
い 

こ
と
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
は
、
寄
附
金
の
使
途
等
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
民
法
法
人
が
行

う
事
業
や
当
該
法
人
の
実
態
は
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
画
一
的
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。 

こ
の
う
ち
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
同
号
ニ
、
チ
及
び
ワ
に
掲
げ
る
法
人
の
類
型
に
つ
い
て
、
過
去
に
認
定
さ
れ
た
こ
と

の
あ
る
法
人
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
現
在
、
該
当
す
る
法
人
が
存
在
し
な
い
の
は
、
同
表
に
掲
げ
る
法
人
か

ら
、
改
め
て
認
定
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。 

法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ニ
、
チ
、
ワ
、
タ
、
フ
及
び
コ
に
掲
げ
る
法
人
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
該
当
す
る
法
人
は
な
い
。 

六 

 



 

九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
テ
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
伴
い
、
必
要
に
応
じ
て
新
た
な
類
型
が
設
け
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
類
型
に
該
当
す
る
民
法
法
人 

 

で
、
所
要
の
要
件
を
満
た
す
も
の
は
、
認
定
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
認
定
さ
れ
て
い
る
法
人
は
、
要
件

を
満
た
す
も
の
と
し
て
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。 

調
査
し
た
限
り
で
は
、
法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
法
人
か
ら
認
定
を
受

け
た
い
旨
の
申
出
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
大
臣
が
認
定
を
拒
ん
だ
と
い
う
事
例
は
な
く
、
ま
た
、
主
務
大
臣

か
ら
当
該
要
件
を
満
た
す
法
人
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
蔵
大
臣
が
そ
の
協
議
に
同
意
す
る
こ
と
を

拒
ん
だ
と
い
う
事
例
も
な
い
。 

特
定
公
益
増
進
法
人
の
認
定
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
二
年
（
法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ 

ま
た
、
過
去
に
複
数
の
法
人
が
認
定
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
一
法
人
の
み
認
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
類
型
は
な
い
。 

七 

 



 

十
一
に
つ
い
て 

特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
の
損
金
算
入
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
寄
附
を
し
た
者
の
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
税
負
担
の
公
平
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
特
定
公
益
増
進
法
人
は
、
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
々
の
社
会
経
済
情
勢
の
下
で
、
そ
の
主
た
る
目
的
が
公
益
の
増
進
に

著
し
く
寄
与
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
た
民
法
法
人
の
類
型
を
法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
テ
ま
で

に
お
い
て
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
同
号
に
掲
げ
る
法
人
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
必
要
に
応
じ
て
新
た
な
類
型
が
設

け
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
五
年
）
を
経
過
し
た
日
が
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
降
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

到
来
す
る
法
人
を
例
に
と
る
と
、
改
め
て
認
定
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
が
な
か
っ
た
も
の
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ 

 

る
。 な

お
、
こ
れ
ら
の
法
人
か
ら
認
定
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
が
な
か
っ
た
事
由
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
知
り
得
る
立

場
に
な
い
。 

八 

 



 

十
三
に
つ
い
て 

十
二
に
つ
い
て 

特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
の
損
金
算
入
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
寄
附
を
し
た
者
の
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
税
負
担
の
公
平
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
特
定
公
益
増
進
法
人
は
、
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
民
法
法
人
の
う
ち
法
人
税
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

法
人
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
つ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

を
特
定
公
益
増
進
法
人
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
方
、
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
二
百
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
法
人
税
法
施
行
令
第

七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
認
定
に
お
い
て
は
、
認
定
の
対
象
と
な
り
得
る
法
人
の
目
的
等
、
公
益
の
増
進
に
著

し
く
寄
与
す
る
も
の
と
認
定
す
る
場
合
の
要
件
が
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
民
法
法
人
の
設
立
に
係
る
規
定
と
は
異 

な
っ
て
い
る
。 

民
法
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
三
十
四
条
に
基
づ
き
、
主
務
官
庁
は
、
そ
の
許
可
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
ど
の
よ
う
な
団
体
に
対
し
て
法
人
格
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
、
法
令
上
、
具
体
的
な
要
件
を
定
め
た
も
の
は
な
い
。 

九 

 



 

十
五
に
つ
い
て 

十
四
に
つ
い
て 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
二
項
に
お
い
て
、
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
制
度
に
つ
い 

 

て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら

れ
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
、
経
済
企
画
庁
の
国
民
生
活
審
議
会
に
お
い
て
、
特
定
非 

 

営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
政
策
対
応
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
お
り
、
関
係
省
庁
間
に
お
い
て
も
連
絡
を
と

り
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

当
該
優
遇
措
置
に
つ
い
て
は
、
寄
附
を
し
た
者
の
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
拡
充
は
、
公
共
サ
ー

ビ
ス
を
支
え
る
財
源
と
い
う
税
の
基
本
的
性
格
や
税
負
担
の
公
平
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
問
題

と
考
え
る
。 

寄
附
金
に
対
す
る
税
制
上
の
優
遇
措
置
の
拡
充
に
よ
っ
て
、
税
収
の
減
額
以
上
の
寄
附
金
の
増
額
が
も
た
ら
さ
れ
る
と 

は
、
一
概
に
は
言
え
な
い
と
考
え
る
。 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
の
税
制
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
団
体
が
特
定
非
営
利
活
動
法 

一
〇 

 



 

         

人
の
認
証
を
受
け
る
の
か
、
ま
た
、
認
証
を
受
け
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
の
か
と 

 
い
っ
た
実
態
に
つ
い
て
、
当
該
法
人
か
ら
提
出
さ
れ
る
事
業
報
告
書
等
に
よ
り
、
十
分
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

お
り
、
各
種
の
法
人
又
は
団
体
に
係
る
税
制
上
の
取
扱
い
と
の
権
衡
等
、
様
々
な
観
点
か
ら
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と

し
た
い
。 
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